
被災された方々が
障害福祉サービス等を利用される際には下記
の点にご留意ください。

１．受給者証の提示がなくてもサービスを提供できます。

障害福祉サービス事業所の方々へ

被災により、利用者の方が受給者証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、提示できない
場合でも、利用者さんの

・氏名
・生年月日
・居住地

を確認し、障害福祉サービス等として取り扱います。

通常の支給決定手続がとられない場合には、ご利用される方からの聞き取りなどで支給決

定や支給決定の変更が行われます。
対象の方がいる場合は、市町村にご確認下さい。

３．新規の支給決定や支給決定の変更が簡易な手続で受けること
ができます。

２．利用者負担の免除や支払いの猶予があります。

※ 上記の取扱いは、大雨の後、被災地域から他の市町村に避難された方も
対象となります。

※ 上記は、補装具費（上記１及び４を除く。）の取扱いについても同様です。

厚生労働省
Ministry of Health Labour and Welfare

ひと、くらし、みらいのために

被災された方で利用者負担のある方について利用者負担の免除や支払いの猶予がありま
すので、市町村に対象者の範囲などをご確認下さい。

障害福祉サービス事業所は利用料の額も含めた全額を請求してください。
※食費等については、従来どおり支払いを受けてください。

４．支給決定の有効期限が自動的に延長されます。

支給決定の有効期間が６月２８日から１１月２９日までに切れる場合は、１１月３０日まで自
動的に延長されます。

対象自治体
【兵庫県】 姫路市 豊岡市 篠山市 朝来市 宍粟市 神河町 上郡町 香美町
※上記以外の自治体についても免除される場合があります。詳細は各自治体にお問い合わせください。
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